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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

 当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当

するため、第2四半期会計期間については、中間会計期間に係る主要な経営指標等の推移を記載しております。 
 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自2015年 

4月1日 

至2015年 

9月30日 

自2016年 

4月1日 

至2016年 

9月30日 

自2017年 

4月1日 

至2017年 

9月30日 

自2015年 

4月1日 

至2016年 

3月31日 

自2016年 

4月1日 

至2017年 

3月31日 

保険料等収入 （百万円） 4,502 4,858 5,196 9,117 9,816 

資産運用収益 （百万円） 91 108 120 259 216 

保険金等支払金 （百万円） 658 893 971 1,287 1,796 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △111 △202 1 △475 △2,031 

中間（当期）純損失（△） （百万円） △102 △191 △15 △429 △1,889 

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － － － － 

資本金 （百万円） 12,020 12,020 12,136 12,020 12,136 

発行済株式総数 （株） 50,175,000 50,175,000 51,145,000 50,175,000 51,145,000 

純資産額 （百万円） 15,371 15,310 13,633 15,423 13,645 

総資産額 （百万円） 27,972 31,883 33,706 30,317 31,934 

1株当たり純資産額 （円） 305.97 304.75 266.57 307.02 266.80 

1株当たり中間（当期）純損失金額

（△） 
（円） △2.15 △3.81 △0.30 △8.75 △37.37 

潜在株式調整後1株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） － － － － － 

1株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 54.9 48.0 40.4 50.8 42.7 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 2,252 2,122 1,906 4,610 3,904 

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △3,839 △2,467 △2,010 △5,639 △3,834 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 3,035 △4 △9 3,031 200 

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
（百万円） 2,180 2,384 2,890 2,734 3,004 

従業員数 （人） 102 137 150 121 144 

 
（注）1．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 

2．保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には、消費税等は含まれておりません。 

3．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

4．潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間

（当期）純損失金額であるため記載しておりません。 

5．従業員には、正社員に加え、契約社員を含んでおります。また、当社からの出向者を含み、他社からの出向者

を含んでおりません。 

 

2【事業の内容】

 当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。 
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第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

 当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクの重要な変更はありません。

 

2【経営上の重要な契約等】

 当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績 

契約の状況 

 当第2四半期会計期間の新契約の年換算保険料*1は、前年同期比132.1%の387百万円、新契約件数は、前年同期比

137.0%の8,649件となりました。また、当第2四半期累計期間の新契約の年換算保険料*1は、前年同期比115.1%の730

百万円、新契約件数は、前年同期比120.7%の16,442件となりました。

 当第2四半期会計期間末の保有契約の年換算保険料*1は、前事業年度末比104.0%の10,493百万円、保有契約件数

は、前事業年度末比103.7%の248,635件となりました。なお、保有契約件数は、2017年10月に25万件を突破しまし

た。また、当第2四半期累計期間の解約失効率*2は、6.1%（前年同期6.6%）となりました。 

*1.年換算保険料とは、1回当たりの保険料について保険料の支払い方法に応じた係数を乗じ、1年当たりの保険料に換算した金額をいいま

す。当社商品の保険料は全て月払いのみとなっているため、1ヶ月当たりの保険料に12を乗じたものを年換算保険料としています。 
*2.解約失効率は、解約・失効の件数を月々の保有契約件数の平均で除した比率を年換算した数値です。 
 
収支の状況 

 当第2四半期累計期間の保険料等収入は、保有契約件数の増加に伴い、前年同期比107.0%の5,196百万円と増加しま

した。また、資産運用収益は、前年同期比111.5%の120百万円となりました。その他経常収益は、21百万円となりま

した。この結果、当第2四半期累計期間の経常収益は、前年同期比106.4%の5,338百万円となりました。 

 保険金等支払金は、前年同期比108.6%の971百万円となりました。保険金及び給付金支払額の保険料に対する割合

は、前年同期の16.3%から16.2%と同水準になりました。責任準備金等繰入額は、前年同期比97.3%の1,786百万円とな

りました。責任準備金繰入額の保険料に対する割合は、前年同期の38.8%から35.1%に減少しました。事業費は、広告

宣伝費を中心とした営業費用を積極的に投下したことなどにより、前年同期比133.7%の2,295百万円となりました。

事業費のうち、営業費用は前年同期比168.5%の1,115百万円、保険事務費用は前年同期比119.6%の327百万円、システ

ムその他費用は前年同期比109.1%の852百万円となりました。その他経常費用は、前事業年度に保険業法第113条繰延

資産を一括償却したため、当第2四半期累計期間は同繰延資産の償却費を計上していないことなどにより、前年同期

比36.8％の283百万円となりました。これらにより、当第2四半期累計期間の経常費用は前年同期比102.3%の5,337百

万円となりました。 

 以上の結果、当第2四半期累計期間の経常損益は、前年同期の経常損失202百万円に対して、経常利益1百万円とな

りました。中間純損失は、前年同期の191百万円に対して、15百万円となりました。 

 また、生命保険会社の収益性を示す指標のひとつである基礎利益は、前年同期の157百万円のマイナスに対して、

50百万円のプラスとなりました。内訳は、危険差益1,278百万円、費差損1,232百万円、利差益4百万円となりまし

た。 
 

(2) 財政状態 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第2四半期会計期間末の総資産は、33,706百万円（前事業年度末31,934百万円）となりました。主な勘定残高と

して、高格付けの公社債を中心とする有価証券は、27,666百万円となりました。 

 負債は、保険料の増加に伴い責任準備金が増加したことから、20,072百万円（前事業年度末18,288百万円）となり

ました。主な勘定残高は、責任準備金18,976百万円（うち、危険準備金1,451百万円）、支払備金308百万円となりま

した。 

 純資産は、13,633百万円（前事業年度末13,645百万円）となり、前事業年度末と同水準になりました。 

 当第2四半期会計期間末のソルベンシー・マージン比率は、2,599.6%（前事業年度末2,723.0%）となり、充分な支

払余力を維持しています。 

- 2 -



キャッシュ・フローの状況 

 当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、保険金の支払が増加したものの、保険料等

収入が増加したことから、1,906百万円の収入（前年同期2,122百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッ

シュ・フローは、主に有価証券の取得により、2,010百万円の支出（前年同期2,467百万円の支出）となりました。ま

た、財務活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の支出（前年同期4百万円の支出）となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期会計期間末残高は、2,890百万円（前事業年度末3,004百万円）と

なりました。 

 

(3) 経営方針・経営戦略等 

 当第2四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略の重要な変更はありません。 

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(5) 研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

 

②【発行済株式】

種類 
第2四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（2017年9月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（2017年11月10日） 

上場金融商品 
取引所名又は 

登録認可金融商品取
引業協会名 

内容 

普通株式 51,145,000 51,145,000
東京証券取引所 

（マザーズ） 

1単元の株式数は100

株です。完全議決権

株式であり、権利内

容に何ら限定のない

当社における標準と

なる株式です。 

計 51,145,000 51,145,000 － － 

（注）「提出日現在発行数」欄には、2017年11月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

2017年7月1日～ 

2017年9月30日 
－ 51,145,000 － 12,136 － 12,136 
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(6)【大株主の状況】

    2017年9月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（%） 

KDDI株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-2 8,000,000 15.64 

JP MORGAN CHASE BANK 380742 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行

決済営業部） 

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, 

E14 5JP, UNITED KINGDOM 

（東京都港区港南2-15-1 

品川インターシティA棟） 

5,683,900 11.11 

あすかDBJ投資事業有限責任組合 
東京都千代田区内幸町1-3-3 

内幸町ダイビル 
5,683,800 11.11 

三井物産株式会社 

（常任代理人 資産管理サービス信

託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内1-1-3 

（東京都中央区晴海1-8-12 

晴海アイランドトリトンスクエア 

オフィスタワーZ棟） 

4,800,000 9.38 

株式会社セブン・フィナンシャルサ

ービス 
東京都千代田区二番町8-8 3,250,000 6.35 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 2,199,700 4.30 

GOVERNMENT OF NORWAY 

（常任代理人 シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店） 

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO  0107 

NO 

（東京都新宿区新宿6-27-30） 

2,134,900 4.17 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 2,079,700 4.06 

BNYMSANV RE BNYMTD RE CF RUFFER 

JAPANESE FUND 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ

銀行） 

BEAUFORT HOUSE 51 NEW NORTH ROAD 

EXETER, DEVON EX4 4EP UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業

部） 

1,613,200 3.15 

株式会社リクルートホールディング

ス 
東京都中央区銀座8-4-17 1,250,000 2.44 

計 － 36,695,200 71.74 

（注）1.Swiss Re Life Capital Ltdから、2017年3月21日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、

2017年3月17日時点で、5,683,900株を取得した旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載に基づき、大株主

の状況には名称を記載しておりません。

2.2016年6月22日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、スパークス・アセット・マネジメント株

式会社が2016年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会

計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、大株主の状況には含めておりません。なお、そ

の変更報告書の内容は次のとおりです。

大量保有者   スパークス・アセット・マネジメント株式会社

住所      東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス

保有株式等の数 株式 3,122,100株

株式等保有割合 6.22％
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

  2017年9月30日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 51,139,500 511,395 － 

単元未満株式 普通株式   5,500 － － 

発行済株式総数 51,145,000 － － 

総株主の議決権 － 511,395 － 

 

②【自己株式等】

  2017年9月30日現在 
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%) 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

 

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、当該有価証券報告書に記載した

事項を除き、該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
 当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当す

るため、第2四半期会計期間については、中間財務諸表を作成しております。 

 

1．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

第38条及び第57条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」（平成8年大蔵省令第5号）に基づいて作成しておりま

す。 

 

2．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2017年4月1日 至2017年9月30日）の

中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

 

3．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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1【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(2017年3月31日) 
当中間会計期間 
(2017年9月30日) 

資産の部    

現金及び預貯金 1,004 890 

買入金銭債権 1,999 1,999 

金銭の信託 995 1,507 

有価証券 26,372 27,666 

国債 9,876 8,365 

地方債 1,496 1,497 

社債 11,751 13,768 

株式 334 330 

外国証券 819 807 

その他の証券 2,095 2,897 

有形固定資産 ※1 123 ※1 116 

無形固定資産 502 560 

代理店貸 1 1 

再保険貸 30 46 

その他資産 904 915 

未収金 742 754 

その他の資産 161 160 

資産の部合計 31,934 33,706 

負債の部    

保険契約準備金 ※2 17,501 ※2 19,285 

支払備金 311 308 

責任準備金 17,189 18,976 

代理店借 39 37 

再保険借 68 76 

その他負債 469 457 

未払法人税等 1 9 

未払費用 330 322 

リース債務 51 43 

資産除去債務 33 33 

その他の負債 53 49 

特別法上の準備金 19 24 

価格変動準備金 19 24 

繰延税金負債 189 191 

負債の部合計 18,288 20,072 

純資産の部    

資本金 12,136 12,136 

資本剰余金 12,136 12,136 

資本準備金 12,136 12,136 

利益剰余金 △11,116 △11,131 

その他利益剰余金 △11,116 △11,131 

繰越利益剰余金 △11,116 △11,131 

株主資本合計 13,157 13,141 

その他有価証券評価差額金 488 492 

評価・換算差額等合計 488 492 

純資産の部合計 13,645 13,633 

負債及び純資産の部合計 31,934 33,706 
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(2)【中間損益計算書】

    （単位：百万円） 

 
前中間会計期間 

(自 2016年4月1日 
 至 2016年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 2017年4月1日 

 至 2017年9月30日) 

経常収益 5,016 5,338 

保険料等収入 4,858 5,196 

保険料 4,735 5,083 

再保険収入 122 112 

資産運用収益 108 120 

利息及び配当金等収入 108 114 

金銭の信託運用益 － 6 

その他経常収益 50 21 

支払備金戻入額 ※1 42 ※1 3 

その他の経常収益 7 18 

経常費用 5,218 5,337 

保険金等支払金 893 971 

保険金 508 533 

給付金 264 288 

その他返戻金 0 － 

再保険料 121 149 

責任準備金等繰入額 ※1 1,837 ※1 1,786 

責任準備金繰入額 1,837 1,786 

資産運用費用 0 0 

支払利息 0 0 

金銭の信託運用損 0 － 

事業費 ※2 1,716 ※2 2,295 

その他経常費用 ※3 770 ※3 283 

経常利益又は経常損失（△） △202 1 

特別損失 2 4 

特別法上の準備金繰入額 2 4 

価格変動準備金繰入額 2 4 

税引前中間純損失（△） △205 △3 

法人税及び住民税 26 11 

法人税等調整額 △41 － 

法人税等合計 △14 11 

中間純損失（△） △191 △15 
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(3)【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自2016年4月1日 至2016年9月30日）

          （単位：百万円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計   

資本準備金 資本剰余金合計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 

  繰越利益剰余金 

当期首残高 12,020 12,020 12,020 △9,227 △9,227 14,813 

当中間期変動額             

中間純損失（△）       △191 △191 △191 

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額）             

当中間期変動額合計 － － － △191 △191 △191 

当中間期末残高 12,020 12,020 12,020 △9,418 △9,418 14,622 

 

         

  評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 

  その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 591 591 19 15,423 

当中間期変動額         

中間純損失（△）       △191 

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

77 77 － 77 

当中間期変動額合計 77 77 － △113 

当中間期末残高 668 668 19 15,310 
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当中間会計期間（自2017年4月1日 至2017年9月30日）

          （単位：百万円） 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計   

資本準備金 資本剰余金合計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合計 

  繰越利益剰余金 

当期首残高 12,136 12,136 12,136 △11,116 △11,116 13,157 

当中間期変動額             

中間純損失（△）       △15 △15 △15 

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額）             

当中間期変動額合計 － － － △15 △15 △15 

当中間期末残高 12,136 12,136 12,136 △11,131 △11,131 13,141 

 

       

  評価・換算差額等 
純資産合計 

  その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当期首残高 488 488 13,645 

当中間期変動額       

中間純損失（△）     △15 

株主資本以外の項目の当中間期変
動額（純額） 

3 3 3 

当中間期変動額合計 3 3 △11 

当中間期末残高 492 492 13,633 
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(4)【中間キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前中間会計期間 

(自 2016年4月1日 
 至 2016年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 2017年4月1日 

 至 2017年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間純損失（△） △205 △3 

減価償却費 120 122 

支払備金の増減額（△は減少） △42 △3 

責任準備金の増減額（△は減少） 1,837 1,786 

価格変動準備金の増減額（△は減少） 2 4 

利息及び配当金等収入 △108 △114 

支払利息 0 0 

代理店貸の増減額（△は増加） △0 △0 

再保険貸の増減額（△は増加） 1 △16 

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額（△は増加） 
502 △31 

代理店借の増減額（△は減少） 15 △1 

再保険借の増減額（△は減少） 5 7 

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）

の増減額（△は減少） 
△109 △6 

その他 1 △6 

小計 2,020 1,738 

利息及び配当金等の受取額 176 156 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74 12 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,122 1,906 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

金銭の信託の増加による支出 － △500 

有価証券の取得による支出 △3,004 △3,802 

有価証券の売却・償還による収入 700 2,470 

資産運用活動計 △2,304 △1,832 

営業活動及び資産運用活動計 △182 73 

有形固定資産の取得による支出 △8 △17 

無形固定資産の取得による支出 △154 △160 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,467 △2,010 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

リース債務の返済による支出 △4 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349 △114 

現金及び現金同等物の期首残高 2,734 3,004 

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 2,384 ※ 2,890 
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法（現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信

託において信託財産として運用している有価証券を含む） 

(1) 満期保有目的の債券 

 移動平均法による償却原価法（定額法）を採用しております。 

(2) その他有価証券 

 時価のあるものについては、9月末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

 

2．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物          10～18年 

 その他の有形固定資産   5～10年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 自社利用ソフトウエアは、利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 

(3) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

3．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上

することとしております。 

 破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に対

する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権について

は、直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上することとしております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の回収可能見

込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

認める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとしております。 

 全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行うこととしております。 

 なお、上記の方法に基づいて検討した結果、貸倒引当金は零と算定されたため、前事業年度末、当中間会

計期間末において貸倒引当金の計上はしておりません。 

(2) 価格変動準備金 

 株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しておりま

す。 

 

4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産及び負債は、中間決算日の為替相場により円換算しております。 

 

5．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 
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6．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しておりま

す。 

(2) 責任準備金の積立方式 

 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については保険業法施行規則

第69条第4項第4号の規定に基づいて5年チルメル式により計算しております。 

 

（中間貸借対照表関係）

※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

前事業年度 

（2017年3月31日） 

当中間会計期間 

（2017年9月30日） 

288百万円 310百万円 

 

※2 保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険に付した部分に相当

する支払備金（以下、「出再支払備金」という。）の金額は、次のとおりであります。 

前事業年度 

（2017年3月31日） 

当中間会計期間 

（2017年9月30日） 

18百万円 16百万円 

 

 また、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下、「出再責任準備

金」という。）の金額は、次のとおりであります。 

前事業年度 

（2017年3月31日） 

当中間会計期間 

（2017年9月30日） 

109百万円 115百万円 

 

 3 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当中間会計期間末における当社の今後の

負担見積額は、110百万円（前事業年度末は105百万円）であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費

として処理しております。 
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（中間損益計算書関係）

※1 当中間会計期間の支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は1百万円でありま

す。（前中間会計期間の支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は18百万円であり

ます。) 

 また、当中間会計期間の責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は6百万円

であります。（前中間会計期間の責任準備金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は5

百万円であります。） 

 

※2 事業費の内訳は次のとおりであります。 

 

前中間会計期間

（自2016年4月1日

至2016年9月30日）

当中間会計期間

（自2017年4月1日

至2017年9月30日）

  （百万円） （百万円）

営業活動費    

 募集代理店経費 60 141 

 選択経費 0 0 

  営業活動費小計 60 141

営業管理費    

 広告宣伝費 374 624 

  営業管理費小計 374 624

一般管理費    

 人件費 602 701 

 物件費 674 822 

 負担金 4 5 

  一般管理費小計 1,281 1,528

   合計 1,716 2,295

（注）1. 一般管理費・物件費の主なものは、保険事務・システム等の契約の維持・管理に際して必要な経費

等であります。 

      2. 負担金は、保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する負担金であります。

 

※3 その他経常費用のうち、減価償却費の内訳は次のとおりであります。

 

前中間会計期間 

（自2016年4月1日

至2016年9月30日）

 

当中間会計期間

（自2017年4月1日

至2017年9月30日）

 

有形固定資産 14 百万円 21 百万円

無形固定資産 105   101  

計 120   122  

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自2016年4月1日 至2016年9月30日） 

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 50,175,000 － － 50,175,000

合計 50,175,000 － － 50,175,000

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 
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2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計 

期間末残高 

（百万円） 
当事業年度 

期首 

当中間会計 

期間増加 

当中間会計 

期間減少 

当中間会計 

期間末 

2007年新株予約権 普通株式 970,000 － － 970,000 19 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － － 

 

3．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自2017年4月1日 至2017年9月30日） 

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 51,145,000 － － 51,145,000

合計 51,145,000 － － 51,145,000

自己株式        

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

3．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前中間会計期間

（自2016年4月1日
至2016年9月30日）

当中間会計期間
（自2017年4月1日
至2017年9月30日）

現金及び預貯金 884百万円 890百万円

買入金銭債権 1,499 1,999

現金及び現金同等物 2,384 2,890
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（リース取引関係）

（借主側） 

1．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

 （ア）有形固定資産 

    主としてサーバー等事務機器であります。 

 （イ）無形固定資産 

    ソフトウエアであります。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「2．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

 

（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（2017年3月31日）                       （単位：百万円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預貯金 1,004 1,004 － 

(2) 買入金銭債権 1,999 1,999 △0 

(3) 金銭の信託 995 995 － 

(4) 有価証券 25,553 26,879 1,325 

   満期保有目的の債券 9,943 11,268 1,325 

   その他有価証券 15,610 15,610 － 

(5) その他資産 未収金 742 742 － 

 

当中間会計期間（2017年9月30日）                     （単位：百万円） 

  中間貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預貯金 890 890 － 

(2) 買入金銭債権 1,999 1,999 0 

(3) 金銭の信託 1,507 1,507 － 

(4) 有価証券 26,859 28,191 1,331 

   満期保有目的の債券 8,633 9,964 1,331 

   その他有価証券 18,226 18,226 － 

(5) その他資産 未収金 754 754 － 

（注）1.金融商品の時価の算定方法並びに金銭の信託及び有価証券に関する事項 

(1) 現金及び預貯金 

 当社は、満期がない預金のみ保有しており、それらの時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

(2) 買入金銭債権 

 買入金銭債権の時価は、2017年9月末日（前事業年度は2017年3月末日）の取引金融機関から入手した価

格によっております。 

(3) 金銭の信託 

 金銭の信託における信託財産の構成物の時価は、2017年9月末日（前事業年度は2017年3月末日）の取引

所又は取引金融機関から入手した価格等によっております。また、保有目的ごとの金銭の信託に関する事

項については、注記事項「（金銭の信託関係）」をご参照下さい。

(4) 有価証券 

 有価証券の時価は、2017年9月末日（前事業年度は2017年3月末日）の取引所又は取引金融機関から入手

した価格等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「（有

価証券関係）」をご参照下さい。 

(5) その他資産 未収金 

 未収金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 
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2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

                       （単位：百万円） 

区分
前事業年度

（2017年3月31日）

当中間会計期間

（2017年9月30日）

外国証券 819 807

 外国証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「（4）有価証券」には含めておりません。

 

（有価証券関係）

1．満期保有目的の債券 

前事業年度（2017年3月31日）                        （単位：百万円） 

  種類 貸借対照表計上額 時価 差額 

時価が貸借対照表計上額を超え

るもの 

公社債      

国債 7,836 8,981 1,145 

地方債 900 1,045 145 

社債 1,207 1,241 34 

その他 499 499 0 

小計 10,443 11,768 1,325 

時価が貸借対照表計上額を超え

ないもの 

公社債      

国債 － － －

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 1,499 1,499 △0 

小計 1,499 1,499 △0 

合計 11,943 13,268 1,325 

（注）貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパーを「その他」に含めており

ます。 

 

当中間会計期間（2017年9月30日）                      （単位：百万円） 

  種類 
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が中間貸借対照表計上額を

超えるもの 

公社債      

国債 6,730 7,885 1,155 

地方債 900 1,040 140 

社債 701 737 36 

 その他 1,499 1,499 0 

小計 9,831 11,163 1,332 

時価が中間貸借対照表計上額を

超えないもの 

公社債      

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 302 300 △1 

その他 499 499 △0 

小計 802 800 △1 

合計 10,633 11,964 1,331 

（注）中間貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパーを「その他」に含めて

おります。 
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2．その他有価証券 

前事業年度（2017年3月31日）                      （単位：百万円） 

  種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

公社債      

国債 2,040 1,822 218 

地方債 596 520 75 

社債 8,368 8,173 195 

株式 334 100 233 

その他 － － － 

小計 11,339 10,616 723 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

公社債      

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 2,175 2,185 △10 

株式 － － － 

その他 2,095 2,179 △84 

小計 4,270 4,365 △94 

合計 15,610 14,981 628 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表には含めておりません。 

 

当中間会計期間（2017年9月30日）                    （単位：百万円） 

  種類 
中間貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

公社債      

国債 1,635 1,418 216 

地方債 597 519 77 

社債 7,661 7,465 196 

株式 330 100 230 

その他 805 796 8 

小計 11,030 10,301 729 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

公社債      

国債 － － － 

地方債 － － － 

社債 5,103 5,115 △12 

株式 － － － 

その他 2,092 2,167 △75 

小計 7,195 7,283 △88 

合計 18,226 17,585 641 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表には含めておりません。 
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（金銭の信託関係）

その他の金銭の信託（運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外）

前事業年度（2017年3月31日）                             （単位：百万円）

 
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

うち貸借対照表

計上額が取得原価を

超えるもの

うち貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの

その他の金銭の信託 995 1,000 △5 － △5 

 

当中間会計期間（2017年9月30日）                           （単位：百万円）

 
中間貸借対照表

計上額
取得原価 差額

うち中間貸借対照表

計上額が取得原価を

超えるもの

うち中間貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの

その他の金銭の信託 1,507 1,507 0 0 － 

 

（デリバティブ取引関係）

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係）

  前中間会計期間（自2016年4月1日 至2016年9月30日） 

 当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

  当中間会計期間（自2017年4月1日 至2017年9月30日） 

 当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、生命保険事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】

1．製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスの区分が単一であるため、製品及びサービスごとの記載を省略しております。 

2．地域ごとの情報 

(1) 経常収益 

 本邦の外部顧客への経常収益が中間損益計算書の経常収益の90%を超えているため、記載を省略してお

ります。 

(2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているた

め、記載を省略しております。 

3．主要な顧客ごとの情報 

 特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%を占めるものがないため、主要な顧客ごと

の記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

 該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

 該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

1株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度 

（2017年3月31日） 

当中間会計期間 

（2017年9月30日） 

1株当たり純資産額 266.80円 266.57円 

 

1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 2016年4月1日 

至 2016年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 2017年4月1日 

至 2017年9月30日） 

1株当たり中間純損失金額 3.81円 0.30円 

（算定上の基礎）    

中間純損失金額（百万円） 191 15 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る中間純損失金額（百万円） 191 15 

普通株式の期中平均株式数（株） 50,175,000 51,145,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり中間純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権：3種類

新株予約権の数： 96,950個 

新株予約権の対象となる株式

の数：1,046,000株 

新株予約権：3種類

新株予約権の数： 96,890個 

新株予約権の対象となる株式

の数：986,000株 

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失を

計上しているため、記載しておりません。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

2【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の中間監査報告書  

 

2017年11月10日

ライフネット生命保険株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 平栗 郁朗  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 森本 洋平  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるライフネット生命保険株式会社の2017年４月１日から2018年３月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（2017年

４月１日から2017年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ライフネット生命保険株式会社の2017年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2017年

４月１日から2017年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年11月10日

【会社名】 ライフネット生命保険株式会社

【英訳名】 LIFENET INSURANCE COMPANY 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩瀬 大輔

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町2番1号） 

 



1【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長岩瀬大輔は、当社の第12期第2四半期（自 2017年7月1日 至 2017年9月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

2【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


